


町営診療所塙川分院の診療場所変更のお知らせ 

塙川健康センターの改修工事のため、12月20日（月）～24日（金）まで
の間、本院にて診療を行います。送迎バスについては従来どおりです。
詳細については、下記までお問い合わせください。

■問合せ先 八峰町営診療所 牲76－3813

今月の納期！！ 

12月は固定資産税第４期、国民健康保険税第５期、介護保険料第６期、
後期高齢者医療保険料第６期の納付月です。忘れずに納付しましょう。
■納 期 限 12月28日（火） ※口座振替の方はご注意ください
■問合せ先 税については税務課 牲76－4604

保険料については福祉保健課 牲76－4608

企画財政課臨時職員を募集します 

■募集人員 １名
■業務内容 コンピュータシステム・ネットワーク設定ほか
■応募資格 各種コンピュータ関係の資格をお持ちの方（履歴書に

記載すること）
コンピュータ関係企業において実務経験のある方

■勤務期間 １月４日～３月31日 ※勤務条件等はお問い合せください
■応募締切 12月22日（水）正午まで
■応募方法 市販の履歴書（写真貼）に必要事項を記入し、企画財政

課へ提出してください。コンピュータ関係の資格及び
企業における実務経験は漏れなく記入してください。

■問合せ・応募先 八峰町企画財政課 牲76－4603

町営住宅入居者募集 

夕凪団地15号棟が空き家となりましたので、下記のとおり入居者を募集します。
夕凪団地15号棟（Ｓ62年度建築、Ｈ21外壁・屋根リフォーム済）
・入居所在地 八峰町八森字八森58番地７
・募集戸数 木造平屋建て １戸（２ＬＤＫ）

リビング、台所、和室１（６帖）、和室２（６帖）、洗面・脱衣、
お風呂、トイレ、物置

・入居可能日 平成23年１月中旬を予定
■家賃 月額15,100円～22,500円（敷金は入居時家賃の３か月分）

※入居者（同居者を含む）の収入に応じた月額家賃となり、毎
年見直しされます。

■入居資格者及び条件
・同居する親族がいること。（婚姻予定者でも可）
・現に住宅に困窮していることが明らかな方であること。
・収入に制限があります。・犬、猫等のペットは禁止です。
・申込者及び同居者が暴力団員でないこと。
・その他町営住宅に関する条例等による。
■申込方法と期限

申込用紙を八峰町建設課に備えつけてありますので、所定事項を
記入のうえ、12月24日（金）までに申し込みください。
※都合により来庁できない場合は、郵送しますのでご連絡ください。
※申込用紙はホームページからダウンロードできます。
※応募者多数の場合は抽選となります。

■問合せ・申込先 八峰町建設課 町営住宅担当 牲76－4610

福祉サービスの苦情解決をお手伝いします 

「思っていたサービスの内容と違う」「詳しく説明してくれない」など不満
や要望を、利用している事業所に話しにくい場合や話し合ってもなかなか
解決しないときは下記までご相談ください。
■相談時間 平日の午前８：30～午後５：00まで
■相 談 先 秋田県運営適正化委員会

（秋田県福祉サービス相談支援センター）
牲018－864－2726 FAX018－864－2742

秋田県地球温暖化対策説明会の開催 

秋田県では、地球温暖化対策を一層推進するため、本年度基本的な考
えや対策の枠組みを示す「秋田県地球温暖化対策推進条例」を制定し、ま
た温室効果ガス削減の目標や具体的な対策を示す「秋田県地球温暖化
対策実行計画」を策定する予定です。
この度、条例の骨子案及び計画の素案を取りまとめましたので、広く県
民の皆様のご意見を伺うため、下記のとおり説明会を開催します。事前申
込は不要ですので、ご自由にご参加ください。
■県北会場 12月15日（水） 午後1：30～午後３：00

北秋田地域振興局 ３階 大会議室
■県央会場 12月16日（木） 午後1：30～午後３：00

秋田地域振興局 ６階 大会議室
■説明内容 秋田県地球温暖化対策推進条例骨子（案）について

秋田県地球温暖化対策実行計画（素案）について
■問合せ先 秋田県生活環境部 温暖化対策課 牲018－860－1573

歴史講演会のお知らせ 

■日 時 12月21日（火） 午後１：30～午後３：00
■会 場 峰栄館 ２階 大会議室
■参 加 費 無 料
■講 師 伊藤徳治氏（能代市文化財保護審議会委員）
■演 題 菅江真澄遊覧記の八峰地域
■対 象 者 一般町民。町外でも興味のある方は、お気軽にご参加く

ださい。
■申込期限 12月17日（金）まで、住所・氏名・電話番号を下記まで

ご連絡ください。
■問合せ・申込先 八峰町教育委員会 生涯学習課 牲76－2323

元旦糠森登山に参加しませんか 

■日 時 平成23年１月１日（土） 集合：午前９：00
■集合場所 ビューシーライン（八森中学校裏手）

参加する方は当日集合場所にお越しください
■問合せ先 真瀬山の会：伊勢（八峰町管財課内 牲76－4602）

税務課からのお知らせ 

●災害と税の減免について
各種災害で家屋等に一定規模以上の被害を受けた納税者の方には、

税を減免する制度があります。減免を受けるには、納税者ご本人の申請が
必要となります。
なお、減免対象外でも、税申告時に雑損控除の適用が受けられます。
●住宅をリフォームされた方へ 
今年度実施されている町及び県の住宅リフォームの補助金事業により

住宅のリフォームを行う方が増えています。住宅の省エネ改修工事を行っ
た場合、申請により翌年分の固定資産税額（１２０㎡相当分まで）が３分の
１減額されます。
省エネ改修工事にかかる費用の自己負担額が30万円以上であること

など、要件がありますので詳しくは下記までお問合せください。
※省エネ改修工事とは
窓（必須）、床、天井、壁の断熱工事で、現行の省エネ基準に適合したも

の。建築士等が発行する「熱損失防止改修工事証明書」が必要になります。
■問合せ先 八峰町税務課 牲76－4604

■日 時 12月15日（水） 午後１：30～午後３：00
■会 場 能代法務合同庁舎 １階 会議室
■内 容 成年後見制度について ～認知症になる前に～
■募集人員 15名（先着順）
■問合せ・申込先 秋田地方法務局 能代支局 牲54－4111

「法務局市民講座」開設のお知らせ 

商標活用講習会のお知らせ 

■日 時 12月14日（火） 午後１：30～午後４：00
■会 場 能代文化学院パソコン教室
■内 容 商標の基礎知識、商標の検索実習、出願の手続方法
■講 師 特許情報アドバイザー 田嶋正夫氏
■対 象 者 パソコンで文字入力のできる方 ■受 講 料 無 料
■申 込 み 先着順につき定員（10名）になり次第締め切ります
■問合せ・申込先 秋田県知的所有権センター

牲018－860－5614 FAX018－860－5615

取り残し野菜はサルのエサになります!!

サルのエサが少なくなるこの時期、畑にある取り残しの野菜・柿などは
格好のエサとなり、サルが住み着く可能性がありますので、取り残しの無
いようにしてください。
■問合せ先 八峰町農業振興課 牲76－4609


